
農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち
有機ＪＡＳ認証、ＧＡＰ等認証取得等支援事業

株式会社マイファーム 有機JAS・GAP等認証取得支援事務局

WEBサイトにも同様の
内容を掲載しております

1
https://myfarm.co.jp/export-organic-gap/



事業の概要について

有機ＪＡＳ認証、ＧＡＰ認証等取得等支援事業とは

農産物等の輸出に当たっては、
・複数の国と同等性相互認証を有する有機ＪＡＳ認証
・食品衛生等に係る証明としてＧＡＰ等認証
国際的に通用する規格・認証の取得が取引要件として求められている

有機JASまたはGAP等認証済み農産物の輸出拡大に向け、
新たに有機JAS認証やG-GAP、JGAP、MPS-ABC認証等の取得支援に係る費用や商談等の
取組を支援するもの

輸出拡大

新たに取得したい

展示・商談会への出展支援

※応募後の審査会で“採択が妥当”と判断された場合のみ補助金の交付を受けることができます

場合が多い



・認証取得費
・研修指導費 GLOBALG.A.P.：  ５万円／日

(上限２５万円）
JGAP：  ４万円／日

                                        (上限20万円）
 交通費は2万円/日(上限10万円)

有機認証取得等支援事業 GAP等認証取得等支援事業

有機農畜産物等の輸出に向けて有機JAS認証を取得

しようとする農業者・団体への認証取得や輸出向け商
談等に必要な経費を支援

G-GAP、JGAP、MPS-ABC等の認証を受けて生産され
た農作物の輸出に向けて、認証取得または商談(もしくは
その両方)に取り組む農業者・団体へその認証取得や輸
出向け商談の費用を支援

① 有機JAS認証の取得

② 商談

③ 商品開発

④ 機械等のリース導入

有機JAS認証を取得するための審査費用

国内外の展示商談会への出展および海外バイヤー
との商談費用

輸出向け有機農畜産物等の試作品の開発費用

有機JAS認証の取得並びに商品開発のために
導入する機械のリース費用及び生産拡大

① GAP認証等の取得

・施設・環境整備費 20万円 （取組ごとの上限あり）

事業での支援内容について

細かな詳細は実施要領のご確認をお願いいたします

【補助率】
①・④は1/2以内 ②・③は定額(※)

※審査会で妥当と判断された経費ついては全額補助

【補助率】
①は1/2以内 ②は定額(※)

※審査会で妥当と判断された経費ついては全額補助

※取組農業者が複数経営体団体等である場合にあっては、20 万円に取
組経営体数を乗じて得た額が上限額(100 万円まで)。個別の上限額に
ついては、各上限額に取組経営体数を乗じた額まで

※輸出に向けて合理的なリスク管理手法を活用するモデル的な取組とし
て、当社が承認した場合においては、当該取組の実施に必要となる機械
等のリース方式による導入を支援の対象に含めることが可能

② 商談
国内外で行われる展示商談会への出展および
海外バイヤーとの商談費用

実施要領 別紙4参照



応募者の要件について

有機認証取得等支援事業
ア、農業者等（農業者の組織する団体）
イ、有機加工食品の製造又は有機農畜産物
等の流通・販売に取り組む事業者

ウ、構成員にアまたはイが含まれる協議会

③ 取組の実施に当たり、次のア～ウのいずれかの目標を設定すること。
(目標を達成できなかった場合には、引き続き取り組みを続けること。)

ア、令和9年度末までに、新たに農産物(認証済)の輸出を行うこと。
海外バイヤーや輸出関連事業者から輸出向け農産物の供給を求められている、
もしくは、事前の海外市場調査等に基づき輸出に向けた具体的な計画を有している者に限り目標とすることができます。
上記が確認できる書面の提出が必要です。

イ、令和9年度中における農産物(認証済)の輸出額又は輸出数量を、令和6年度と比して105%以上とすること。
過去に農産物・加工食品を輸出した実績を有する認証取得等支援対象者に限ります。上記が確認できる書面の提出が必要です。

ウ、事業実施期間中に、ＧＦＰのコミュニティサイトにおける輸出診断を受けるとともに、日本国内で海外バイヤー等を
招聘して行われ、又は日本国外で行われる展示商談会において、農産物を１回以上出展すること。
また、事業実施期間中に、輸出に向けた計画を策定すること。

② ＧＦＰのコミュニティサイトに登録すること
GFP 農林水産物・食品輸出プロジェクト

https://www.gfp1.maff.go.jp/

GAP等認証取得等支援事業
ア、農業者等（農業者の組織する団体）
イ、構成員にア及び輸出関連事業者が含まれ
る協議会

① 下記のいずれかに該当すること

本事業の認証取得に対する支援については、過去に輸出目的での認証取得の支援を受けたことのある事業者
の取組については支援対象外。(詳しくは実施要領第2項 または Q＆Aをご確認下さい。)

目安：【輸出検討段階の者向け】

目安：【輸出実績を有する者向け】

目安：【輸出未経験者向け】



応募方法について

申請書類チェックシートに従い、必要な書類をご用意ください

有機認証取得等支援事業 GAP等認証取得等支援事業

【応募先】株式会社マイファーム 有機JAS・GAP等認証取得支援事務局
MAIL： export -organic -gap@myfarm.co.jp

①申請書類の提出は、原則として電子メール（Word 、Excelファイルで可。原本の送付は不要） とします。
各ファイル名の頭には【事業者名】を入力下さい。
②メール送付の際は、件名に「令和7年度補正 有機JAS認証・GAP等認証取得等支援事業」と記載してください。
ファイルを添付する際には一つのメールに対し5MBまで容量を受け付けることができます。それ以上の場合は分割して送信する等お願いいたします。
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応募の前にご確認ください

有機JAS認証/GAP等認証取得等支援事業WEBサイト

https://myfarm.co.jp/export-organic-gap/

・実施要領
・申請書類
・記入例
・Q＆A  がダウンロードいただけます。



応募の前にご確認ください

記入例の中身 記入例や注釈を参考にしながら、書類の記入をお願いいたします

※一部抜粋



申請の前にご確認ください

Q＆A

上記に該当しない質問、ご不明な点等は

よくある質問としてQ＆A集をまとめておりますので、ご参考ください。

お問い合わせフォーム メール

にて事務局までお問い合わせをお願いたします

または export-organic-gap@myfarm.co.jp

※一部抜粋



参考情報

耳
寄
り
情
報

輸出に向けた参考情報として、「輸出に向けたお役立ち情報」や「取組事例紹介」

また各事業ページでは認証取得へ向けたお役立ち情報として「審査機関」や「認証制
度」について紹介しております。

事業HP上では、

TOP画面＞中・下段

各事業ページ＞上段



公募のスケジュールについて

公募開始から事業完了までのスケジュールについて
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事業取り組み期間

目安：7月以降～

予算の上限に達した時点で残公募回があっても終了いたします

目安：8月以降～

目安：9月以降～

予算の執行状況によっては追加公募の可能性もございます

※報告書類一式は申請書類同様事業HPよりDLいただけます

GAP等事業
有機JAS事業

GAP等事業
有機JAS事業

有機JAS事業予
定

予
定
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